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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体光源を含む光源と、
　公称光軸に沿って延在する基部と、
　前記光源を少なくとも部分的に囲む少なくとも部分的に光透過性のエンベロープと、
　を含み、
　前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープは、
　前記光源によって放射される光の少なくとも一部を出力する、光学構造体を有する第１
の部分と、
　前記公称光軸に対する方向及び伸展が調節可能であるように、弾性である少なくとも部
分的に光透過性の第２の部分と、
　を含む、照明デバイスであって、
　前記第２の部分は、前記照明デバイスの前記基部に取り付けられて、前記基部と前記第
１の部分との間に配置され、
　前記第１の部分及び前記第２の部分は、少なくとも部分的に光透過性のプラスチック材
料を含む単一部品を形成し、
　前記第２の部分は、前記第１の部分の焦点が、少なくとも、前記公称光軸に沿って移動
可能であるように、伸展可能及び圧縮可能である、照明デバイス。
【請求項２】
　前記第１の部分を介して光ビームを放射し、前記光ビームは、前記光ビームの光路に対
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する分布角を有し、前記第２の部分は、前記分布角が調節可能であるように、伸展可能及
び圧縮可能である、請求項１に記載の照明デバイス。
【請求項３】
　前記第２の部分は、前記公称光軸に交差する方向に曲げられる、請求項１又は２に記載
の照明デバイス。
【請求項４】
　前記第２の部分は、公称状態に配置可能であり、前記第２の部分は、前記公称状態から
、第１の状態に伸展可能であり、また、第２の状態に圧縮可能であり、前記第１の状態及
び前記第２の状態は、前記公称光軸に対する方向又は伸展に関して、互いから、また、前
記公称状態から異なる、請求項１乃至３の何れか一項に記載の照明デバイス。
【請求項５】
　前記公称状態において、前記第１の部分の焦点は、前記光源の位置と一致する、請求項
４に記載の照明デバイス。
【請求項６】
　前記第２の部分は、可逆的に折り畳み可能である、請求項１乃至５の何れか一項に記載
の照明デバイス。
【請求項７】
　前記第２の部分は、蛇腹形状である、請求項１乃至６の何れか一項に記載の照明デバイ
ス。
【請求項８】
　前記第１の部分の外面は、溝、突起、微細溝、微細突起、微細プリズム溝、微細プリズ
ム突起、レンズ、フレネルレンズ及び回折格子のうちの少なくとも１つを含む光学構造体
を具備する、請求項１乃至７の何れか一項に記載の照明デバイス。
【請求項９】
　前記第１の部分及び前記第２の部分の少なくとも一方は、ブロー成形されたプラスチッ
ク材料で作られる、請求項１乃至８の何れか一項に記載の照明デバイス。
【請求項１０】
　前記光源は、固体光源である、請求項１乃至９の何れか一項に記載の照明デバイス。
【請求項１１】
　固体光源を含む光源と、公称光軸に沿って延在する基部と、少なくとも部分的に光透過
性のエンベロープとを含む照明デバイスを製造する方法であって、
　前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープが、前記光源を少なくとも部分的に取
り囲み、
　前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープの第１の部分が、前記光源によって放
射される光を出力し、
　前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープの少なくとも部分的に光透過性の第２
の部分が、前記公称光軸に対する方向及び伸展は調節可能であるように弾性であり、前記
第１の部分及び前記第２の部分は、少なくとも部分的に光透過性のプラスチック材料を含
む単一部品を形成するように、前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープを配置す
るステップを含む、方法。
【請求項１２】
　少なくとも部分的に光透過性のプラスチック材料を、モールドの内面部に表面構造体が
配置されている前記モールド内に配置するステップと、
　前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープを形成するように、前記少なくとも部
分的に光透過性のプラスチック材料をブロー成形するステップであって、前記表面構造体
は、前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープの第１の部分に光学構造体を形成す
るように、前記少なくとも部分的に光透過性のプラスチック材料に、少なくとも部分的に
転写される、前記ステップと、
　前記少なくとも部分的に光透過性のエンベロープを、前記モールドから取り外すステッ
プと、
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　を更に含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾性の光透過性エンベロープを有する照明デバイスと、当該照明デバイスを
製造する方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明デバイスからの光を制御又は変更する可能性は、一般照明、室内照明、外部照明、
装飾照明、スポット照明等といった様々な応用の関心の対象である。応用に応じて、照明
デバイスの光軸に対する配光角又は光ビーム方向に関して、特定の配光が所望されること
がある。
【０００３】
　例えば米国特許出願公開第２０１３／０２９４０７１Ａ１号では、照明器具周りに略均
一な配光を得るために、プリズム光学部品を有する電球が使用される。プリズム光学部品
は、光屈折溝と突出部材とが付いた側壁を有する幾つかの光学部品を含む。溝及び突出部
材は、より均一な配光を実現するように、照明器具から放射された光の屈折を変更するよ
うに形成される。
【０００４】
　このようなデバイスは、所望の配光を提供することができるが、改良された照明デバイ
ス、更には、当該デバイスを製造する方法も依然として必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、所望の光出力を提供可能である改良された照明デバイスを提供することを目
的とする。具体的には、所望の方向又は配光を有する光ビーム又は光出力を提供可能であ
る照明デバイスを実現することが望ましい。
【０００６】
　本発明は更に、当該デバイスを製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　これらの目的及び他の目的は、独立請求項に規定される特徴を有する照明デバイス及び
方法によって達成される。本発明の好適な実施形態は、従属請求項によって特徴付けられ
る。
【０００８】
　したがって、本発明の第１の態様によれば、照明デバイスが提供される。照明デバイス
は、光源と、公称光軸に沿って延在する基部と、光源を少なくとも部分的に囲むように配
置される少なくとも部分的に光透過性のエンベロープとを含む。エンベロープの第１の部
分は、光源によって放射される光の少なくとも一部を出力し、エンベロープの第２の部分
は、公称光軸に対する方向及び伸展が調節可能であるように、弾性である。
【０００９】
　第１の態様による実施形態では、公称光軸又は基部に対する方向及び伸展に関して調節
可能であるエンベロープは、照明デバイスからの光出力を変更するために使用される。基
部に対するエンベロープの方向を変えることによって、例えば照明デバイスの基部の公称
光軸に対し、放射された光ビームを方向転換できる。更に、基部の公称光軸に沿って、エ
ンベロープの伸展を調節することは、照明デバイスから放射される光ビームの形状又は配
光に、例えば放射された光ビームの分布角、円錐角又は幅、輝度分布及び焦点距離に関し
て、影響を及ぼす。
【００１０】
　公称光軸は、本願のコンテキストでは、基部がそれに沿って位置合わせされる若しくは
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配置され、又は、伸展を有する軸として理解されるべきである。これに代えて又は加えて
、公称光軸は、光源から光が放射される方向を指してもよく、また、例えば光源から生じ
る光の最初の経路に対応してもよい。公称軸は、第２の部分が、基部及び第１の部分と同
じ軸に沿って延在する場合に、基部だけでなく、照明デバイスの（光）軸を指してもよい
。つまり、公称光軸は、基部、第２の部分及び第１の部分が、当該第２の部分が曲げられ
ることなく、位置合わせされる場合、即ち、第２の部分が、基部及び第１の部分と同じ軸
に沿って延在する場合、照明デバイスの光軸であってよい。支持体又はソケットとも呼ば
れる基部は、照明デバイスを、外部のホルダ又は照明器具にフィットさせる。好適には、
エンベロープの第２の部分は、基部に、取り外し可能に又は永久的に、取り付けられる又
は固定される。
【００１１】
　エンベロープの第２の部分が弾性であるということは、本願のコンテキストでは、例え
ば公称形状に対して、伸展される、伸ばされる、圧縮される、絞られる、拡張される又は
曲げられるといったように、変形された後、標準又は公称の形状を回復する能力と理解さ
れるべきである。「形状」との用語は、少なくとも、基部（又は公称状態にある照明デバ
イス）の公称光軸に沿った伸展、及び／又は、当該軸又は基部に対する方向と理解される
べきである。公称形状は、現在の形状の前の任意の形状、又は、最初の基準若しくは元の
形状を指してよい。第２の部分は、第２の部分自体の動きによって、又は、受動的に、即
ち、例えば印加される又は加えられる力の作用によって、公称形状回復することができる
。後者の場合、第２の部分、したがって、エンベロープは、公称形状とは異なり、また、
所与の時間の間、好適には、第２の部分が、例えば公称形状又は前の形状といった別の形
状に能動的にされるまで、持続する又は留まる形状に、可逆的に変形される。所望の形状
を維持するために、ロック及び解除機構が、提供されてもよい。個人又はユーザ自身が、
引いたり又は押したりすることによって、照明デバイスを調節できることが好適である。
【００１２】
　エンベロープは、光源から放射される光の少なくとも一部を透過し、照明デバイスから
、当該光を出力する。出力された光は、少なくとも、エンベロープの第１の部分の一部を
介して送信される。当該第１の部分は、任意選択的に、回折構造体又は屈折構造体といっ
た光学構造体を具備する。光学構造体は、特定の所望の光学的効果を実現できるように構
成され、例えばフレネルレンズといった合焦レンズを含む。
【００１３】
　第１の部分は、光がそれに沿って照明デバイスから放射される光軸を規定してよい。つ
まり、「光軸」との用語は、第１の部分から放射又は出力される光の方向又は経路を指す
。一方で、「公称光軸」は、基部又は支持体がそれに沿って伸展を有する軸を指す。第１
の部分の光軸は、基部の公称光軸に沿って、又は、公称光軸に交差する方向に向けられる
。公称光軸は、基部、第２の部分及び第１の部分が、第２の部分が曲げられることなく、
位置合わせされる場合、即ち、第２の部分が、基部及び第１の部分と同じ軸に沿って延在
する場合、光軸と、例えば一致又は対応する。
【００１４】
　更に、第１及び／又は第２の部分は、光源によって生成された少なくとも一部の光を反
射する、少なくとも部分的に光反射性の部分を含む。光反射性の部分は、例えば内部反射
によって、光源からの光を方向転換させ、これにより、コリメーション効果が可能にされ
るか、又は、少なくとも部分的に収束された光ビームが、照明デバイスから放射される。
【００１５】
　出力される光の特性は、エンベロープの形状、任意の光学構造体及び／又はエンベロー
プの表面に設けられた光反射性の部分に応じて、例えば強度分布、照明パターン、光軸又
は公称光軸に対する方向、拡散性及び色分布に関して、様々である。出力される光には、
コリメーション効果、散乱効果、レンズ効果、様々な透かし付け効果又は商標付け効果、
遠距離場効果及び近距離場効果といった光学的効果が施されている。出力された光は、例
えば基部の公称光軸に対して所与の角度において、照明デバイスから放射される光ビーム
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を形成する。「基部の光軸」とは、基部から出る光路（又は光ビーム）の基部内の伸展を
意味する。基部の光軸は、実際には、基部の「伸展」軸と見なされてもよい。当然ながら
、光源は、基部内又は基部上のどこにでも配置されてよく、更には、基部の外側に配置さ
れてもよい。
【００１６】
　本態様は、出力される光の特性及び光学的効果のうちの少なくとも幾つかを、エンベロ
ープの弾性である第２の部分によって調節可能にする点で有利である。
【００１７】
　本発明の実施形態によれば、第２の部分は、第１の部分の焦点が、公称光軸に沿って移
動可能であるように、伸展可能及び圧縮可能である。つまり、少なくとも、公称光軸沿い
の第２の部分の伸展部は、公称伸展に対して、増加及び減少可能であり、それに応じて、
焦点が移動する。一例では、照明デバイスは、第１の部分を介して光ビームを放射し、当
該光ビームは、当該光ビームの光路（又は第１の部分の光軸）に対する分布角を有し、第
２の部分は、分布角が調節可能であるように、伸展可能及び圧縮可能である。別の例では
、第１の部分と光源との距離は、光源が、第１の部分とその焦点との間に配置されるよう
に、圧縮可能な第２の部分によって減少される。焦点と第１の部分とのこの相対位置は、
照明デバイスから、比較的広い光ビーム、即ち、比較的広い光円錐角又は配光角を有する
発散光ビームが放射されることを可能にする点で有利である。更に、第１の部分と光源と
の距離は、焦点が、公称光軸に沿って見た場合に、光源と第１の部分との間に配置可能で
あるように、伸展可能な第２の部分によって、増加される。焦点を、光源と第１の部分と
の間に配置することは、比較的細い又は収束された光ビームが提供される点で有利である
。当該光ビームは、光源が、焦点と第１の部分との間に配置される場合に比べて、比較的
小さい光円錐角を有する。
【００１８】
　第１の部分は、例えばフレネルレンズといった屈折又は合焦レンズを含む。当該レンズ
は、その焦点が、基部の公称光軸と一致するように、又は、レンズの光軸が、少なくとも
、基部の公称光軸に沿って向けられるように、方向付けられる。
【００１９】
　焦点が、基部の公称光軸に沿って動くように、第２の部分を伸展及び圧縮する可能性は
、光ビームが、当該光ビームの光路に対して調節可能なビーム幅又は配光角を有すること
を可能にする点で有利である。
【００２０】
　一実施形態によれば、第２の部分は、公称光軸に交差する方向に曲げられる。つまり、
第２の部分は、公称光軸がエンベロープの壁に交差するように、基部に対して曲げられる
。これは、例えば放射される光ビームといった第１の部分から出力される光が、公称光軸
に対して所望の方向を差し向けられる、又は、当該方向に方向転換されることを可能にす
る点で有利である。第２の部分を曲げることによって、所望の光学的効果を実現するため
に、エンベロープのコリメーション特性又は反射特性が調節される。
【００２１】
　一実施形態によれば、第２の部分は、公称状態に配置可能であり、第２の部分は、公称
状態から、第１の状態に伸展可能であり、また、第２の状態に圧縮可能である。第１の状
態及び第２の状態は、少なくとも、公称光軸（又は基部）に対する方向又は伸展に関して
、互いから、また、公称状態から異なる。第２の部分、したがって、エンベロープは、例
えばユーザ又は作動手段（アクチュエータ）の作用によって、能動的に別の状態にされる
まで、特定の状態において存続する。つまり、照明デバイスは、例えばロック及び解除機
構によって、所望の期間の間、所与の状態に、留まる、又は、固定若しくはロックされる
。
【００２２】
　一実施形態によれば、第２の部分がその公称状態にある場合、第１の部分の焦点は、光
源の位置と一致する。したがって、光源は、第２の部分が、第１の状態となるように伸展
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されたり、第２の状態となるように圧縮されたりするのにつれて、焦点が合うように、又
は、焦点から外れるように、動かされる。焦点を、光源の位置に配置することによって、
照明デバイスから放射される光によって、光源の像が生成される。
【００２３】
　一実施形態によれば、第２の部分は、可逆的に折り畳み可能である。第２の部分は、例
えば当該第２の部分が圧縮されるにつれて、当該第２の部分の一部が別の一部を少なくと
も部分的に覆うように、曲げられてよい。第２の部分は、伸展又は展開されるにつれて、
折り畳まれた状態に比べて、少なくとも部分的に広げられてよい。第２の部分は、例えば
蛇腹形状であってよく、即ち、伸展及び圧縮中に、第２の部分が拡張及び収縮することを
可能にする折り畳み式の側壁を有してよい。
【００２４】
　一実施形態によれば、第１の部分の外面は、溝、突起、微細溝、微細突起、微細プリズ
ム溝、微細プリズム突起、レンズ、フレネルレンズ及び回折格子のうちの少なくとも１つ
を含む光屈折構造体を具備する。光学構造体は、例えば放射された光ビームのフォーカシ
ング若しくはデフォーカシング、近距離場若しくは遠距離場における視覚パターン、又は
、特定の色分布を含む所望の光学的効果を提供するように、例えば光屈折性及び／又は光
回折性を有する。
【００２５】
　幾つかの実施形態によれば、第１の部分及び第２の部分は、単一部品を形成する。更に
、第１及び第２の部分の少なくとも一方は、少なくとも部分的に光透過性のプラスチック
材料を含み、当該少なくとも一方は、例えば所望の形状及び／又は光学的特性を有するエ
ンベロープを形成するように、ブロー成形される。
【００２６】
　一実施形態によれば、光源は、固体光源を含む。固体光源は、例えば発光ダイオード（
ＬＥＤ）を含む。しかし、当然ながら、固体光源は、原則的に、光を生成し、放射するこ
とができる任意の種類の固体要素を含む。固体光源は、具体的には、白熱光源に比べて、
比較的低い発熱で、光を生成する点で有利である。比較的低い発熱は、例えばエンベロー
プのプラスチック材料の熱による損傷のリスクを減少し、これにより、比較的熱により敏
感であるプラスチック材料を使用することができる。更に、熱損傷を受けるリスクなく、
エンベロープを光源のより近くに配置することができるので、より小型の照明デバイスが
実現される。また、比較的低い発熱は、エンベロープに触れた場合に、ユーザが火傷をす
るリスクも減少し、これにより、動作時の照明デバイスの取り扱いが容易にされる。
【００２７】
　照明デバイスから、ダイナミックな色の光及び／又は白色光の出力を提供するために、
赤／緑／青（ＲＧＢ）色のＬＥＤが、有利に使用される。固体要素は、同じタイプであっ
ても異なるタイプであってもよい。
【００２８】
　本発明の第２の態様によれば、光源と、公称光軸に沿って延在する基部と、少なくとも
部分的に光透過性のエンベロープとを含む照明デバイスを製造する方法が提供される。当
該方法は、エンベロープを、光源を少なくとも部分的に取り囲むように配置するステップ
を含む。更に、エンベロープは、当該エンベロープの第１の部分が、光源によって放射さ
れる光を出力し、当該エンベロープの第２の部分が、公称光軸に対する方向及び伸展は調
節可能であるように弾性であるように、配置される。
【００２９】
　一実施形態によれば、少なくとも部分的に光透過性の材料が、モールドの内面部に表面
構造体が配置されている当該モールド内に配置される。プラスチック材料は、次に、エン
ベロープを形成するように、ブロー成形され、エンベロープは、モールドから取り外され
る。表面構造体は、ブロー成形中に、プラスチック材料に、少なくとも部分的に転写され
、これにより、エンベロープにおける光屈折部が形成される。
【００３０】
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　例えば回折又は屈折光学構造体といった光学構造体は、所望の光学的効果を可能とする
ようにデザインされ、また、光学構造体が、電球の表面に転写可能であるように、モール
ドの表面にパターン付けされる。したがって、所望の光学的効果が、エンベロープ自体か
ら得られる。
【００３１】
　しかし、当然ながら、プラスチックエンベロープは、例えば射出成形といった他のプラ
スチック成形技術を使用して製造することも可能である。透明又は少なくとも部分的に透
過性の材料は、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）又は透明なポリエチレン（ＰＥ）
、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ（塩化ビニル）（ＰＶＣ）等を含む。
【００３２】
　典型定な金属モールドに微細な構造体を入れることは困難であるが、微細な回折光学要
素又は表面構造体は、ブロー成形モールドに入れることができ、次に、ブロー成形された
プラスチックエンベロープに、光学構造体として転写される。しかし、当然ながら、光学
構造体は、例えばスタンピング、マイクロスタンピング又は表面接触インプリントリソグ
ラフィ（ＳＣＩＬ）といった他の３Ｄパターニング技術を使用して形成されてもよい。
【００３３】
　電球の表面に転写される光学構造体は、多種多様であってよいが、幾つかのサブトピッ
クにまとめられる。例えば像の投影も含む、多色効果、単色効果、近距離場及び遠距離場
効果、屈折及び回折効果が達成される。したがって、電球からの色対角度の分布が、変更
、補正又は強化される。したがって、効果は、ビーム形成効果、修飾効果、透かし付け効
果、コリメーション効果、拡散効果、色混合効果等である。
【００３４】
　本発明の他の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な開示及び図面から、明らかとなろう
。
【００３５】
　一般に、請求項において使用されるあらゆる用語は、本明細書において、特に明記され
ていない限り、技術分野におけるその通常の意味に従って解釈される。「１つの（要素、
デバイス、コンポーネント、手段、ステップ等）」へのあらゆる参照は、特に明記されて
いない限り、当該要素、デバイス、コンポーネント、手段、ステップ等の少なくとも１つ
のインスタンスを指していると非限定的に解釈される。本明細書に開示される任意の方法
のステップは、特に明記されない限り、開示された順番通りに行われる必要はない。更に
、当然ながら、第１の態様による照明デバイスについて説明される様々な実施形態は、す
べて、第２の態様により規定される方法の実施形態と組み合わせることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　これらの及び他の態様は、本発明の実施形態を示す添付図面を参照して、より詳細に説
明される。
【００３７】
【図１】図１は、一実施形態による照明デバイスの斜視図を示す。
【図２】図２は、別の実施形態による照明デバイスの斜視図を示す。
【図３ａ】図３ａは、更なる実施形態による照明デバイスを示す。
【図３ｂ】図３ｂは、更なる実施形態による照明デバイスを示す。
【図４ａ】図４ａは、図３ａ及び図３ｂに示される照明デバイスと同様の照明デバイスの
垂直断面図を示す。
【図４ｂ】図４ｂは、図３ａ及び図３ｂに示される照明デバイスと同様の照明デバイスの
垂直断面図を示す。
【図４ｃ】図４ｃは、図３ａ及び図３ｂに示される照明デバイスと同様の照明デバイスの
垂直断面図を示す。
【図５ａ】図５ａは、一実施形態によるブロー成形処理を概略的に示す。
【図５ｂ】図５ｂは、一実施形態によるブロー成形処理を概略的に示す。
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【図５ｃ】図５ｃは、一実施形態によるブロー成形処理を概略的に示す。
【図６】図６は、一実施形態による照明デバイスを製造する方法を示すフローチャートで
ある。
【００３８】
　すべての図面は概略的に過ぎず、必ずしも縮尺通りではなく、一般に、実施形態を説明
するために必要な部分のみを示し、他の部分は、省略されるか又は示唆されているに過ぎ
ない。同様の参照符号は、説明全体を通じて、同様の要素を指している。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明の態様について、現在好適である実施形態が示される添付図面を参照して、以下
により詳細に説明される。本発明は、多くの異なる形式で具現化することができ、本明細
書に記載される実施形態に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施
形態は、完全を期すために提供され、当業者に、本発明の態様の範囲を十分に伝えるもの
である。
【００４０】
　図１は、本発明の一実施形態による照明デバイス１００を示す。本実施形態に従って、
照明デバイス１００は、例えばＬＥＤ１２２といった固体光源のアレイを有する光源１２
０を含む。光源１２０は、給電のためのソケット１４２を有する基部１４０に取り付けら
れる。基部１４０は、公称光軸Ｏ沿いに延在する。例えばブロー成形されたプラスチップ
エンベロープ１１０といった少なくとも部分的に光透過性のエンベロープ１１０が、光源
１２０を少なくとも部分的に取り囲むように配置される。エンベロープ１１０は、光源１
２０によって放射された光を出力する第１の部分１１２と、公称光軸Ｏ又は基部１４０に
対する方向及び伸展が調節可能であるように弾性である第２の部分１１４とを含む。幾つ
かの実施形態によれば、第２の部分１１４は、照明デバイス１００の基部１４０に取り付
けられ、公称光軸Ｏに沿って見た場合に、基部１４０と第１の部分１１２との間に配置さ
れている。つまり、第１の部分１１２は、第２の部分１１４に比べて、照明デバイスの光
路において、光源からより遠くに配置される。第２の部分１１４は、光源１２０（及び基
部１４０）の比較的近くに配置される。
【００４１】
　第１の部分１１２は、光源１２０からの光を方向転換して出力する、例えばフレネルレ
ンズ１３０を形成する微細溝といった光学構造体１３０を含む。図１では、光路は、矢印
によって示されている。第１の部分１１２は、例えば遠距離場又は近距離場に投射可能で
ある光ビームを出力する。
【００４２】
　第２の部分１１４は、光源１２０から放射された少なくとも一部の光を透過させる。光
は、例えば光源１２０から、公称光軸Ｏに沿って放射される。これに代えて又は追加して
、第２の部分１１４は、光源１２０から放射された光を、エンベロープ１１０によって画
成される包囲空間に戻るように反射させるように、少なくとも部分的に光反射性であって
もよい。
【００４３】
　幾つかの実施形態によれば、また、図１に示されるように、第２の部分１１４は、公称
光軸Ｏに沿って伸展及び圧縮可能であるように、折り畳み可能であり、蛇腹形状である。
蛇腹形状の第２の部分１１４は更に、公称光軸Ｏがエンベロープ１１０の壁部に交差する
ように、公称光軸Ｏを交差する方向においても曲げられる。
【００４４】
　エンベロープ１１０は、例えばブロー成形によって、少なくとも部分的に光透過性のプ
ラスチック材料から形成されてよい。
【００４５】
　図２は、図１を参照して説明された照明デバイスと同様に構成される、一実施形態によ
る照明デバイス２００を示す。図２に示されるように、エンベロープ１１０の第２の部分
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１１４は、公称光軸Ｏに交差する方向に曲げられ、これにより、光路Ｐに沿って、また、
公称光軸Ｏに対して所望の角度において、照明デバイス２００から光ビームが放射される
。
【００４６】
　図３ａ及び図３ｂは、図１及び図２に関して説明された実施形態と同様の別の実施形態
による照明デバイス３００を示す。この実施形態によれば、第２の部分１１４は、公称状
態（図１を参照）に配置可能であり、この状態から、第２の部分１１４は、（図３ａに示
される）第１の状態に伸展可能であり、また、（図３ｂに示される）第２の状態に圧縮可
能である。第１の状態では、公称光軸Ｏ沿いの第２の部分１１４の伸展は、公称状態にお
ける伸展に比べて増加されている。第２の状態では、公称光軸Ｏ沿いの伸展は、公称状態
における伸展に比べて減少されている。第２の部分１１４は、例えば蛇腹形状で、伸展（
第１の）状態において、少なくとも部分的に広げられ、圧縮（第２の）状態において、少
なくとも部分的に折り畳まれる。
【００４７】
　伸展状態では、第１の部分１１２は、公称状態に比べて、光源１２０からより遠くに離
れて配置される。圧縮状態では、第１の部分１１２は、公称状態に比べて、光源１２０の
より近くに配置される。第２の部分１１４の公称光軸Ｏ沿いの伸展、従って、第１の部分
１１２の光射出面１３０と、光源１２０との間の距離が、例えば第１の部分１１２の光射
出面１３０を通り出力される光の円錐角又は分布角に提供を及ぼす。第２の部分１１４は
、その伸展状態では、圧縮状態にある第２の部分１１４に比べて、出力光の円錐角を減少
させる高められたコリメート効果を有する。第２の部分１１４は、例えば光源１２０によ
って放射された少なくとも一部の光を反射させてもよい。図３ａ及び図３ｂにおける矢印
は、放射光の経路を示す。
【００４８】
　図４ａ乃至図４ｃは、図１乃至図３を参照して説明された照明デバイスと同様に構成さ
れる照明デバイス４００の略横断面である。例えば屈折レンズ１３０として形成される第
１の部分１１２の焦点ｆが、基部１４０の公称光軸Ｏ沿いの位置に配置される。焦点ｆは
、図４ａ乃至図４ｃにおいて、公称光軸Ｏと一致するように見えるが、当然ながら、焦点
ｆは、他の軸外位置に配置されてもよい。焦点ｆから発生する光の仮想線は、破線によっ
て示される。光源１２０によって生成される光は、レンズ１３０を通過する矢印によって
表される。幾つかの実施形態によれば、第１の部分１１２は、第１の部分１１２から出力
される光を方向転換するように構成されるレンズ１３０を含む。更に、第２の部分１１４
は、焦点ｆが公称光軸Ｏ沿いに移動可能であるように、例えば蛇腹形状といったように折
り畳み可能であってよい。
【００４９】
　図４ａでは、焦点ｆは、光源１２０の位置と一致する位置に配置される。これにより、
照明デバイスから、第１の部分１１２を介して、比較的コリメートされた光ビームが放射
される。
【００５０】
　図４ｂに、エンベロープ１１０の伸展された第２の部分１１４が示され、焦点ｆは、光
源１２０とレンズ１３０との間に配置される。光源１２０によって放射された光は、した
がって、レンズ１３０によって、照明デバイス４００の外側の位置に屈折され合焦される
。この点の位置は、焦点ｆと光源１２０との間の距離を調節することによって制御できる
。この調節は、例えば第２の部分１１４を伸展する若しくは圧縮することによって、又は
、第２の部分１１４を、基部１４０の公称光軸Ｏに交差する方向に曲げることによって、
実現される。
【００５１】
　図４ｃでは、圧縮された第２の部分１１４が示される。ここでは、第２の部分１１４の
公称光軸Ｏ沿いの伸展は、レンズ１３０から見た場合に、焦点ｆが、光源１２０の背後の
位置に配置されるような度合いで減少される。これは、比較的広い円錐角を有する発散光
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【００５２】
　図５ａ乃至図５ｃは、本発明の一実施形態によるブロー成形処理を示す。モールド１５
０は、モールド１５０の内面部に配置される表面構造体１５２を有する。モールド１５０
は、ブロー成形処理中に、接合され、当該モールドからブロー成形されたエンベロープ１
１０を取り外すことができるように、分離される２つの部分１５７、１５９を含む。図５
ａでは、吹込みロッド１５５に配置される少なくとも部分的に光透過性のプラスチック材
料１６０は、モールド１５０内に入れられている。図５ｂでは、プラスチック材料１６０
は、吹込みロッド１５５によって供給される例えば空気によって膨張し、これにより、プ
ラスチック材料１６０は、モールド１５０の内面、したがって、表面構造体１５２に押し
付けられるプラスチック薄層を形成する。凸部及び凹部の両方を含む表面構造体１５２は
、したがって、プラスチック層の外面に、インプリント又はエンボス加工を施し、これに
より、モールド１５０の表面構造体１５２を、エンベロープ１１０の第１の部分１１２に
あるような、結果として得られるエンベロープ１１０における光学構造体１３０に転写す
る。図５ｃに示されるように、モールド１５０は分離され、吹込みロッド１５５は引き込
まれ、ブロー成形されたエンベロープ１１０が取り外される。
【００５３】
　図６は、本発明の一実施形態による方法を概略的に示す。当該方法は、光源を少なくと
も部分的に取り囲むように、少なくとも部分的に光透過性のエンベロープを配置すること
（６１０）を含む。ここで、エンベロープの第１の部分は、光源によって放射される光を
出力し、エンベロープの第２の部分は、公称光軸に対する方向及び伸展が調節可能である
ように、弾性である。当該方法は更に、任意選択的に、少なくとも部分的に光透過性のプ
ラスチック材料を、モールドの内面部に表面構造体が配置されている当該モールド内に配
置するステップ６０４と、エンベロープを形成するように、プラスチック材料をブロー成
形するステップ６０６であって、このとき、表面構造体は、エンベロープの第１の部分に
光学構造体を形成するように、プラスチック材料に少なくとも部分的に転写される当該ス
テップ６０６と、エンベロープを、モールドから取り外すステップ６０８とを含む。
【００５４】
　当業者であれば、本発明は、上記された好適な実施形態に限定されないことは、認識す
るであろう。それどころか、多くの修正態様及び変形態様が、添付の請求項の範囲内で可
能である。
【００５５】
　更に、開示された実施形態の変形態様は、請求に係る発明を実施する際に、図面、開示
内容及び添付の請求項を検討することにより、当業者により理解及び実現されうる。特定
の手段が相互に異なる従属請求項に記載されるという単なる事実が、これらの手段の組み
合わせを有利に用いることができないことを示すものではない。請求項における任意の参
照符号は、範囲を限定するものと解釈するべきではない。
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【図１】 【図２】

【図３ａ】 【図３ｂ】
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【図４ａ】 【図４ｂ】

【図４ｃ】 【図５ａ】
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【図５ｃ】 【図６】
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